
太田市蚕糸業継承対策事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、群馬県が実施する蚕糸業継承対策事業と協調し、本市における養蚕

業及び製糸業の持続的発展を推進するため、太田市蚕糸業継承対策事業補助金（以下「補

助金」という。）を交付することについて、太田市補助金等に関する規則（平成１７年太

田市規則第７６号）、蚕糸業継承対策事業実施要領（平成２７年６月４日群馬県制定蚕園

第３０３３２－１号）及び蚕糸業継承対策事業実施基準に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

 （補助対象者等） 

第２条 補助金の交付の対象となるもの（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる活

動のうち３つ以上に取り組んでいる県内ＪＡ等を単位とする養蚕製糸推進協議会又はそ

れに類似した団体（以下「協議会」という。）とする。 

⑴ 計画した繭生産量の確保 

⑵ 養蚕参入者の育成 

⑶ 高品質繭生産（上蔟環境の改善等）のための取組 

⑷ 需用者が求める繭生産の推進 

⑸ 県オリジナル蚕品種の生産拡大 

⑹ その他目的達成に必要な事項 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴  協議会構成各養蚕農家等（新規参入者（前年度（以下「基準年」という。）後に養

蚕を開始した者をいう。）である者を除く。次号及び第３号において同じ。）の掃立量

又は繭生産量のいずれかが基準年の養蚕実績の１００％以上の場合 繭１キログラ

ム当たり１，０００円（県負担分９００円、市負担分１００円） 

⑵  協議会構成各養蚕農家等の掃立量又は繭生産量のいずれかが基準年の養蚕実績に

対し８０％以上１００％未満の場合 繭１キログラム当たり７８０円（県負担分７

００円、市負担分８０円） 

⑶  協議会構成各養蚕農家等の掃立量又は繭生産量のいずれかが基準年の養蚕実績に

対し６０％以上８０％未満の場合 繭１キログラム当たり５６０円（県負担分５０

０円、市負担分６０円） 

⑷  所属の新規参入者（養蚕開始２年目までの者に限る。）のサポートに取り組む協議

会の場合 繭１キログラム当たり１，０００円（県負担分９００円、市負担分１００



円） 

２ 協議会構成各養蚕農家等のうち新規参入者に係る補助金の額については、養蚕開始２

ヵ年（１年目及び２年目）については、繭１キログラム当たり１，０００円（県負担分

９００円、市負担分１００円）を補助金の額とする。 

３ 自然災害により、やむを得ず協議会の掃立量又は繭生産量が減少した場合にあっては、

別表に規定する例外措置を講ずる。 

４ 補助金は、予算の範囲内で交付する。 

 （書類の整備等）  

第４条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類

を整備し、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保管

しておかなければならない。 

 （その他） 

第５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和５年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

  



別表（第３条関係） 

区分 例外措置 

自然災害 

 

※凍霜

害、雹

害、風水

害、干

害、雪害

など 

桑の被害 

被害相当量を加算した掃立量又は繭生産量をもって第３条

第１項又は第２項の達成程度を判断 

※被害相当量は「農作物気象災害評価基準」に基づき算定 

施設の被害 
復旧に要した期間の被害相当量を加算した掃立量又は繭生

産量をもって第３条第１項又は第２項の達成程度を判断 

 

 

 


